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1 計画策定の背景 

（１）全国的な分布の変遷 

① 全国の状況 

イノシシ（Sus scrofa ）は、国内で

は古くから重要な狩猟資源として利用

されてきた。縄文時代の貝塚や遺跡か

らはイノシシの骨が多く発掘されてお

り、狩猟対象であったことがうかがえ

る。 

一方、農業にとっては最大の加害獣

の一つであり、江戸時代前半にはイノ

シシと農業生産活動との軋轢が激しく

なった。江戸時代の中期には、被害防

除のため大小のシシ垣の構築、見張

り、威筒による追い払い、捕獲など

様々な対策が講じられた。  

こうした狩猟資源としての価値と農

業生産活動との軋轢により、江戸時代

半ばから末にかけて、イノシシは平野

部と隣接する丘陵地帯から姿を消し、

明治以降は高まる狩猟圧や集約的な土

地利用の拡大などによって、生息域は

全国的にさらに縮小した。北上山地や

阿武隈山地など東北地方の太平洋側で

も、明治から大正期にかけて分布域が

ほとんど消滅した。これは豚コレラが

関与したという疑いももたれている。 

しかし、その分布域も昭和中期から拡

大に転じ、現在もその傾向が続いてお

り、現在では、北部日本海側を除く本州、

九州および四国地方に広く生息してい

る（図１）。特に本県を含む東北地方や

北陸地方において急速に分布域を拡大

している。 

また、本県内では、阿武隈川より東側 

の阿武隈山系で長く安定的に生息して 

いたが、現在では、阿武隈川より西側 

へと生息域を拡大している。 
 

②分布拡大の要因 

環境省が平成22年３月に作成した特定計画作成のガイドライン（イノシシ編）では、イ

ノシシの分布が拡大した要因として、以下の３つを挙げている。 

一つは、温暖化による積雪量あるいは積雪期間の減少である。環境省が実施した第２回

自然環境保全基礎調査（動植物分布調査報告書）では、1978年のイノシシの分布限界ライ

ンは、積雪深30cm以上の期間が70日の線とかなり一致していた。しかし現在は北陸地方や

新潟県、さらに本県の会津地方へも侵入しており、積雪量の減少が要因ではないかと考え

られている（生物多様性基本法第13条に基づき、本県が策定した「ふくしま生物多様性推

進計画【第２次】（以下、「推進計画【第２次】」）」の第４の危機（地球環境の変化に

よる影響）と関連）。 

図 1 全国イノシシ分布図（環境省 全国のニホンジカ及び

イノシシの生息分布拡大状況調査より） 
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二つめは、中山間地域における人口の減少や高齢化、生活スタイルの変化等に伴って人

間の活動が低下し、耕作放棄地の増加や山林原野の利用放棄、河川敷等におけるヤブ化が

進んだことである。その結果、竹林やススキ・ササ・クズなどに覆われた耕作放棄地、手

入れ不足の広葉樹二次林やマツ林などが著しく増加した。これらの環境は、餌、隠れ場

所、水などを提供するイノシシの生息適地であり、その増加を支え、分布拡大を助長した

ものと考えられる（「推進計画【第２次】」の第２の危機（人間活動の縮小による影響）

と関連）。  

三つめは、放獣や飼育個体の逃亡など、人為的な原因による分布拡大、あるいは新たな

分布域の形成である。他の分布から完全に隔離されており1978年時点では生息が認められ

なかった北海道、房総半島、対馬、五島列島への侵入は、人為的要因が考えられる（「推

進計画【第２次】」の第１の危機（人間活動や開発による影響）と関連）。 

その他、本県特有の要因として、平成23年３月に発生した東日本大震災（以下、「震

災」）に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、「原発事故」）の影響が考えら

れる。事故後、イノシシ等の野生鳥獣から高い放射線量が検出されているため、狩猟意欲

の低下、狩猟者・捕獲従事者の減少、農業生産活動等人為活動の停滞により、避難指示区

域を中心に野生鳥獣の人里への出没が見られるようになっている。特に避難を余儀なくさ

れたところでは空き家周辺にイノシシが棲み着くようになり、その結果、イノシシと車の

接触事故や家屋や庭への侵入、採餌による土壌の掘り返しなどの生活環境被害が生じてい

る（「推進計画【第２次】」の「５ 東日本大震災の影響」と関連）。 

 

（２）捕獲の推移（全国の状況と経緯） 

全国の捕獲数は図２のとおり。狩猟捕獲はほぼ横ばいであるが、それ以外の捕獲が年々

増加しており、捕獲数全体でも増加傾向となっている。 

その大きな要因として挙げられるのが、イノシシの急速な個体数増加や分布拡大に伴う

農林水産業被害及び生活環境被害等の深刻化である。こうした事態に緊急に対処するた

め、環境省と農林水産省は平成25年度に「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を公表し、10年後

（平成35年度）までに個体数を半減する目標を設定した。このうち捕獲数の大幅な拡大を

図るために、環境省は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（以下、

「鳥獣保護管理法」）」を改正して指定管理鳥獣捕獲等事業を創設し、交付金により自治

体を支援している。本県でも平成27年度から指定管理鳥獣捕獲等事業により捕獲の強化を

進めており、それに伴って捕獲数も増加している。 

また、「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」は捕獲事業の強化のみでなく、捕獲事業を支える

従事者の育成・確保、関連する被害防除や生息環境管理等の施策の推進、関係省庁との連

携により、対策を推進することを掲げている。 

 

 
図２ 全国のイノシシ捕獲数の推移（環境省 狩猟及び有害捕獲等による主な鳥獣の捕獲数） 
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（３）イノシシによる被害の多様化 

前世紀までのイノシシによる被害は農業被害に限られていたが、イノシシの分布拡大に

伴って人への警戒心が希薄になってきた可能性もあり、近年の被害の内容は多様化してい

る。重大な問題は人の生活圏に侵入してきたイノシシによる人身事故の増加である。この

ことを受けて環境省ではクマ類と同様にイノシシによる人身事故件数の速報をホームペー

ジ上に掲載するようになった（別紙３）。また、道路上での車との衝突事故、電車との衝

突事故も増加している。さらに、餌付けがきっかけとなった神戸市の事例のように、すで

に西日本では都市部への出没が頻繁になり、ゴミをあさり、買い物袋を奪うなどの被害が

増加している。こうした人の生活圏へのイノシシの侵入についてさらに警戒する必要があ

るのは人獣共通感染症である。たとえばダニの拡散などによるペット、家畜、人への感染

が始まれば多大な損失が懸念される。 

県内でも農業被害だけでなく、道路上での車との衝突事故、電車との衝突事故、掘り起こ

し等の被害が起きており、特に震災に伴う原発事故により避難指示区域が設定された県内

12市町村（以下、「避難 12市町村」）においては、イノシシが住民の不在住居へ侵入したり

庭先を掘り返したりする被害が顕著になっている。 

 
（４）イノシシの生態 

通常、イノシシのオスは単独で行動するが、母親と子供（ウリ坊）は群れを形成する。

通常、行動圏は30～50ha程度とそれほど広くないが、成長したイノシシのオスが母親から

離れる際や、人間の圧力が無い状況ではその行動圏が100～250haまで大きくなることが、

GPS調査からわかりつつある。生後１年半でほぼすべての個体が性成熟に達し、基本的には

年１産で、約４ヶ月の妊娠期間を経て、春から初夏にかけて平均４～５頭を出産する。た

だし、夏季前の出産に失敗したり、子供を捕獲されて失ったりすると秋季に出産すること

がある。そのため自然増加率が一定しない。初期死亡率は高いといわれているが、初産齢

が早く多産である。こうした繁殖特性に基づく高い繁殖力により、短期間に個体数が増加

する特徴がある。また、イノシシは雑食性であり、多様な植物の新葉、地下茎や根、堅果

類などの植物食の他に、昆虫、ミミズ、サワガニ、カエルなどの小動物も食べ、その対象

は多岐にわたる。この食性の広さも人の生活圏に入り込むことを可能にする要因である。 

 

２ 計画の内容と目的 

（１） 鳥獣の種類 

本県に生息するイノシシを対象とする。 

（２）計画の期間 

 平成 31年４月１日～平成 36年３月 31日まで（５カ年） 

※第２期：〔平成 27年５月 29日～平成 31年３月 31日〕（１年前倒しで変更） 

（３）計画の区域   

県内全域 

（４）計画の目的 

 イノシシの管理を進めることにより、イノシシによる人身被害の防止と

生活環境被害及び農業被害の低減を図ることを目的とする。 
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（５）計画改定の理由 

  １章の「計画策定の背景」で述べたとおり全国的にイノシシが分布を拡大する中で、本

県内では、従来見られなかった阿武隈川より西側の地域で生息が報告されるようになっ

たこと（生息域の拡大）、捕獲数が増加してきたことから、「イノシシの管理を進めること

により、イノシシ個体群の安定的な存続を図りつつ農業被害を低減すること」を目的に平

成 22 年度に第１期計画（平成 22 年 11 月１日～平成 27 年５月 28 日（４年７ヶ月）※）

を策定した。その後、「イノシシの管理を進めることにより、イノシシ個体群の安定的な

存続を図りつつ農業被害及び生活環境被害を低減すること」を新たな目的として、平成 27

年度に第２期計画（平成 27 年５月 29 日～平成 32 年３月 31 日（４年 10 ヶ月））を策定

し、対策を進めてきたところである。 

ところが、第２期計画策定からこれまで３年間の捕獲総数は、第２期計画を策定する前

の同期間の実績の倍以上となる約 62,000頭となったにも関わらず、未だにイノシシの目

撃情報などが多い状況であることから、専門家の助言を得ながら、これまでの捕獲実績や

生息情報、被害額の推移等を分析・検証した上で、１年前倒しして計画を改定し、イノシ

シの被害低減に取り組むこととした。 

 

※平成 26 年度 法改正（平成 26年５月 30 日公布〔平成 27年５月 29 日（１年以内完全施行）〕

により、計画期間の末日を平成 27年３月 31日から平成 27 年５月 28 日まで延長した。 

 

３ 本県における現状 

（１）分布の変遷 

環境省が実施した第２回自然環境保全基礎調査（動植物分布調査報告書）では、イノシシ

は、一般的に農耕地と樹林帯が混在する里山的な地形を好むとされており、その生息分布を

制限している要因としては、1980年頃のイノシシの生息分布図の解析より、①積雪条件（積

雪深 30cm 以上が 70 日以上）、②土地利用条件（森林面積率が 40％以下）、の２つが挙げら

れてきた。また、昭和 56年当時の県内のイノシシの生息状況は、阿武隈川より東側の阿武

隈山系のほぼ全域となっており、阿武隈川より西側においては報告されていない。このこと

は第４回（平成５年）、第５回（平成 14年）調査においてもほぼ同様であった。しかし、第

６回（平成 16年）の調査以降、阿武隈川以西の地域で局所的に生息が報告されるようにな

り、イノシシの生息域が近年になって拡大したことが分かる（図３）。 

 

  
図 ３ イノシシ生息状況（環境省 自然環境保全基礎調査） 
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阿武隈川を挟んで東西のイノシシの分布状況、あるいは捕獲数に違いがみられる。なお、

両地域の環境条件を整理すると以下のとおりとなる（表１）。 

阿武隈川以東については、積雪量も少なく里山的な地形であり、イノシシの生息場所とし

ては好適地であると考えられ、従来のイノシシの生息適地論とも一致している。一方、阿武

隈川以西については積雪がかなり多いことから、これまで生息不適地と考えられ実際に生

息も確認されてはいなかった。ところが、近年になって会津の多雪地帯でもイノシシの生息

が確認され、従来とは異なる状況が発生していることから、積雪とイノシシの生息状況の関

係性について、今後も情報収集していく必要がある。 

 
表 1 イノシシの生息環境 

 阿武隈川以西 阿武隈川以東 

積 雪 

阿武隈川沿いの平地以外はすべて積

雪深 30cm以上。 

会津地方についてはほとんどの地域

が積雪深 50cm以上。 

ほとんどの地域が積雪深 20cm 以下。

石川町周辺のみ 30cmを越える。 

土 地 

利 用 

標高 1,500～2,000ｍの越後山脈及び

奥羽山脈が南北に走る。 

会津盆地及び阿武隈川沿いについて

は農耕地や市街地が広がるが、その他の

地域については森林率 40％以上。  

標高 400～600ｍの低山地と小規模の

農耕地が混在する阿武隈高地が広がる。 

阿武隈川沿いと海岸線沿いの平地以

外は、ほとんどの地域が森林率 40％以

上。 

 

（２）被害 

各市町村からの報告に基づいて集計される鳥獣類による農作物の被害状況から、イノシ

シによる農業被害の推移を抜粋したものが図４である。被害面積は平成 26年度以降減少が

見られるものの、被害金額に関しては年度による増減が大きい。平成 20年度以降は年次変

動をしながらも、およそ 5,000 万～10,000 万円の間を推移して高止まりの状況にある。一

方、被害面積では、以前は 130ha以上の被害が発生していたが、耕地面積の減少等の影響も

あり、近年は 130haを下回る状況である。 

そのほかにも、県内のイノシシによる被害も多様化しており、家周辺等の掘り起こし等に

よる生活環境被害、自動車や鉄道での交通事故、また、人前に出てくる頻度が増えているこ

とから、全国で増加傾向にある人身事故の危険性も高まっている。 

 

 
図４ 農業被害の推移（農林水産省発表値）※H22以降は一部市町村において被害調査不能 

 

表２は平成 29年度における獣類別農業被害であるが、イノシシは被害面積で獣類全体の

76.4％、被害金額では獣類全体の 69.6％を占めており、平成 25年度に被害面積で 76.8％、

被害金額で 67.0％とほぼ変わらず、高い割合が続いている。また、表３は平成 29年度にお
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ける農作物別のイノシシ被害であるが、稲が被害面積及び被害金額ともに最も大きくなっ

ている。 

 
表２ 平成 29年度獣類別農業被害（県農林水産部集計値） 

獣類名 被害面積(ha) 被害金額（万円） 

イノシシ 89.41 76.4% 7,880.4 69.6% 

クマ 4.05 3.4% 438.6 3.9% 

サル 11.19 9.6% 1,937.4 17.1% 

その他獣類 12.42 10.6% 1067.2 9.4% 

合計 117.07 100% 11,323.6 100% 

 

表３ 平成 29年度農作物別イノシシ被害（県農林水産部集計値） 

農作物名 被害面積（ha） 被害金額（万円） 

稲 56.44 63.1% 3,679.0 46.7% 

いも類 13.26 14.8% 879.9 11.2% 

飼料作物 4.89 5.5% 345.1 4.4% 

野菜 7.58 8.5% 1,632.1 20.7% 

果樹 1.89 2.1% 981.6 12.4% 

その他 5.35 6.0% 362.7 4.6% 

合計 89.41 100% 7,880.4 100% 

 

（３） 捕獲の推移  

県内におけるイノシシの捕獲数は増加傾向にあり、特に指定管理鳥獣捕獲等事業が追加

された平成 27年度からはさらに捕獲数が増加し、平成 29年度の総捕獲数は 20,603頭とな

っている（図５）。 

なお、捕獲方法別にみると、平成 29 年度は、有害捕獲が 8,432 頭（約 41％）、狩猟捕獲

が 5,086頭（約 25％）、指定管理鳥獣捕獲等事業が 7,085頭（約 34％）となり、狩猟以外が

全体の約 75％を占めている（表４）。また、猟期の狩猟の手法別捕獲数では、銃猟が 1,309

頭、わな（箱、くくり）猟は 3,777頭で、本県の狩猟では、わなによる捕獲が大部分を占め

ている。 

 

 
図５ イノシシ捕獲数の推移（H20～H29）※直近 10年分 
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表 4 イノシシ捕獲数（H20～H29）※直近 10 年分 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

有害 

(予察含む) 
767  858  931  604 2,260 4,554 6,293 4,359 10,334 7,137 

個体数調整   0 406 616 1,705 2,130 3,456 936 1,295 

狩猟 2,062  2,361  2,805 2,011 2,948 4,828 4,671 4,929 7,114 5,086 

 
銃 685 759  947 820 1,897 1,749 1,296 977 1,791 1,309 

わな  1,377 1,602  1,858 1,191 1,051 3,079 3,375 3,952 5,323 3,777 

指定管理        2,723 7,746 7,085 

合計 2,829  3,219  3,736 3,021 5,824 11,087 13,094 15,467 26,130 20,603 

 

（４）捕獲体制の変化 

① 狩猟者の状況 

県内における狩猟免許の登録者数は、昭和50 年代中頃には20,000 件程度であったが、

減少傾向が続き、震災発生直後の平成23年度には3,328 件まで大きく減少した（図６）。

その後は横ばいまたは微増となり、平成29年度には3,999件となっている。 

また、狩猟免許所持者数の年代別の推移を見ると、昭和56年度段階で約10％だった60歳

以上の割合が、平成28年度には70％に達し、高齢化が進んでいる。しかし、近年になって

39歳以下の割合が若干増えて、若手狩猟者確保に向けた対策の効果が見られる（図７）。 

狩猟免許の種類別に狩猟者登録数の推移を見ると、銃猟の免許については減少傾向にあ

るものの、わな猟の免許については増加の傾向にある（図８）。これは高齢化により銃猟

の実施者が減少したこと、農業被害対策としてわな猟を実施する人が増えていることなど

が挙げられる。 

 

 
図 6 狩猟者登録数の推移 
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図 7 年代別狩猟免許所持者数の推移 

 

 
図 8 種類別狩猟者登録数の推移 

 
② 捕獲隊・鳥獣被害対策実施隊等による捕獲の実施 

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（以下、「鳥

獣被害防止特措法」）」により、捕獲隊・鳥獣被害対策実施隊を設置した市町村に対して必

要な支援措置があることから、本県内の市町村でも積極的に活用し捕獲者の人材確保に努

めている。 

 

③ 認定鳥獣捕獲等事業者制度の導入 

平成26年の「鳥獣保護管理法」の改正により、新たな捕獲の担い手として認定鳥獣捕獲

等事業者制度が導入され、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効率的

に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人
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について、都道府県知事が認定できるようになった。本県でも指定管理鳥獣捕獲等事業の

実施において認定鳥獣捕獲等事業者を活用している。 

 

４ 前期（第２期）計画の評価と課題 

（１）前期計画の期間 

 （参考：第１期計画 平成 22 年 11 月 1 日から平成 27 年５月 28 日） 

前期（第２期）計画 平成 27 年５月 29 日から平成 31 年３月 31 日（１年前倒しで変更） 

 

（２）前期計画の目標 

前期計画における施策の基本的な考え方としては、「生息環境管理（農耕地及び集落環境

の整備）」、「被害防除対策」、「個体数管理」の３つの対策を総合的に組み合わせてイノシシ

管理を進め、イノシシ個体群の安定的な存続を図りつつ、生活環境被害及び農業被害を低減

することを目標として取り組んできたところである。また、阿武隈川の周辺から会津地方に

かけてイノシシの分布が拡大しつつあったことから、阿武隈川をはさんで西側はイノシシ

の生息地域を縮小させることを目標とし、以前からイノシシが生息した東側では、低密度に

管理しつつ農業被害を抑制することを目標とした。 

 

（３）前期計画の評価 

施策の評価基準として掲げたのは「個体数管理の評価基準」と「農業被害の評価基準」の

２点である。このうち阿武隈川以西の地域では前者を、すでに農業被害が甚大であった阿武

隈川以東の地域においては後者を重点的な指標とした。 

 

① 個体数管理の評価基準 

前期計画では次のような目標を設定した。まず環境省の示す自然増加率を用いたベイズ

推定により、平成 26 年度の本県のイノシシの個体数が 47,000～49,000 頭と試算されたこ

とから、さかのぼって平成６年の個体数を安定生息数（5,200頭）とした。この平成６年ま

では捕獲数や被害が低めで安定し、変動も少なかったことから、5,200頭まで減らすことを

目標とした。 

そして、そこまで減らすために年 17,000頭～18,000頭の捕獲を５ヶ年継続することが必

要になるとの試算に基づいて捕獲を強化したところ、平成 27年度 15,467頭、平成 28年度

26,130 頭、平成 29 年度 20,603 頭と、その捕獲実績は目標をはるかに上回ったことから、

個体数管理の目標を達成した。 

 

② 農業被害の評価基準 

「農業被害の評価基準」として掲げた農業被害面積 130haは、農林水産省発表による平成

８年度以降の被害面積の最低値から設定したものである。耕地面積の減少等の影響はある

ものの、平成 29年度の被害面積は 130haを下回る結果となっており（図４）、こちらも評価

基準を達成している。 

 

③ 評価結果に基づく課題 

前期計画の評価基準が達成されている一方、依然としてイノシシが減っている実感がな

い、農業被害も高止まりの状況にあることから、当時の推定生息数等の見直しを含む今回の

改定を行うこととした。 

 

（４）捕獲情報を用いた解析 

イノシシにおける精度の高い個体数推定法はいまだ確立されておらず、現在、環境省によ

る研究事業の途上にあるため、他県でも個体数推定の試行を重ねつつ、適切な指標を見出す

努力が求められている。ただし、どのような統計モデルを用いたとしても、野生動物の個体

数推定には捕獲に関する情報は不可欠なものであることから、今後、管理を効果的に推進す



10 

 

るためにも捕獲情報の収集については一層強化する必要がある。 

今回、これまでに得られた捕獲情報等のデータを用いて、県内に生息するイノシシの推定

生息数や捕獲頭数の試算を行った。 

 

① 捕獲数の増加と内訳 

現在、制度上の捕獲の区分としては、狩猟、許可捕獲（有害捕獲、予察捕獲、個体数調整）、

指定管理鳥獣捕獲等事業がある。このうち指定管理鳥獣捕獲等事業は捕獲の強化の必要な

対象種を国が定め、認定された捕獲等事業者に委託して捕獲を推進する制度である。県では

平成 27年度より指定管理鳥獣捕獲等事業を導入し、捕獲の強化を進めてきた。 

 図９は、県内のイノシシの捕獲実績に関する総数と捕獲制度の区分ごとの内訳を示した

ものである。イノシシの捕獲総数は平成 15年度の 1,449頭から徐々に増加して、平成 22年

度には 3,736頭となった。平成 22年度は第１期イノシシ管理計画を開始した時点であり、

徐々にイノシシの被害問題が浮上してきたことが分かる。また捕獲の内訳は狩猟の方が上

回っている。そして震災及び原発事故の起きた平成 23年は 3,021頭であったものが、それ

以降、捕獲数が急増し、その内訳は狩猟よりも許可捕獲が増加して平成 28年度に 26,130頭

に達した。 

 
図９ 本県におけるイノシシ総捕獲数及び捕獲区分（許可、狩猟、指定管理）ごとの年次推移（H15-H29） 
 

次に、図 10は、震災発生年度（平成 22年度）の捕獲数を 100とした総捕獲数の相対変化

について、全国と本県を比較したものである。 

近年、法制度の改正や捕獲に関する交付金の増額等により、両者ともにイノシシの捕獲数

は増加しており、特に平成 28年度は全国が約 1.3倍に対して、本県では約７倍に増えてお

り、本県の捕獲に対する取り組みの成果が非常に大きいことが分かる。 
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図 10 H22年度を 100 とした全国と本県における総捕獲数の年次推移(H15-H29) 

 

② 分布拡大（地方振興局別） 

 図 11は、地方振興局別に見た総捕獲数の年次推移である。イノシシの捕獲数はどの地域

でも相対的に増加しているが、県北、相双、いわきでは、震災のあった平成 23年度より以

前から増加の傾向を示している。また、県中でも震災以降、大幅に増加している。 

 一方、県南の捕獲数の伸びは他に比べれば小さいものの、南側で隣接する栃木と茨城の県

境に位置する八溝山系からイノシシが北上してくる可能性がある。さらに、もともとイノシ

シが分布していなかった阿武隈川以西の会津と南会津は、図中では一つにまとめて示して

あるが、この地域でも震災以降のイノシシの捕獲数は徐々に増加している。 

 
図 11 地方振興局別イノシシ総捕獲数の年次推移(H21-H29) 

 

③ 密度分布構造 

図 12は、近年、最も総捕獲数の多かった平成 28年度のデータを用いて、５ｋｍメッシュ

単位で捕獲数の分布を図化したものである。この図が示すとおり、以前からイノシシが生息

していた阿武隈川以東の阿武隈山系で多く捕獲され、阿武隈川以西の捕獲数は相対的に少

ない。しかし、メッシュごとの捕獲数は小さいものの、会津・南会津の山間部であっても捕

獲地点は分散しており、イノシシはすでに県内に広く分布していることが読み取れる。 

また、震災及び原発事故に伴う避難地域（特に帰還困難区域）では放射線の影響により捕

獲に従事する狩猟者の人数や捕獲に携わる時間量が制限されているにも関わらず捕獲数が

多いところがあり、県では、こうした場所での生息状況等について国（環境省）等と連携し、

把握に努めていく。 
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図 12 平成 28年度捕獲数のメッシュ分布図（メッシュ：5km×5km） 

 

（５）課題   

① 捕獲情報を収集するための体制づくり 

 捕獲情報の分布から、捕獲を強化すべき地域を特定して、計画性を持った捕獲を実施する

必要がある。その際、個体数の推定や、地域的な捕獲目標の設定にあたり必要となるのは、

捕獲の実績に関する情報であることから、その収集、蓄積、解析を安定して遂行できる体制

づくりの整備が必要である。 

 

② 地域毎のすみ分け体制を確立する 

 人の生活圏にイノシシを侵入させずに被害を予防的に減らしていくために、地域住民が

主体的に参加するような仕組みづくりや集落・地域ぐるみでの環境診断の作業の定着が必

要であり、その際に作業をリードするコーディネーターを配置することで、体制づくりの推

進につながる。 

また、地域の実情に応じて、「生息環境管理（環境整備）」「被害防除」「捕獲」を組み合わ

せて対策を実施していくため、体制づくりだけでなく、県内部での分野横断的な連携の強化

を図っていく。 

 

５ 管理の目標 
本計画では、「イノシシの個体数を抑制」しつつ、人の生活圏からの「すみ分け」を図る

ことを目標とする。 

「すみ分け」を図るためには、イノシシによる各種被害について対策していく必要がある。

ここで、各種被害とは、従来からの農業被害はもちろんのこと、人の生活圏にイノシシが出

没することで、田畑の畔や住宅地の庭、河川の土手、道路端等を掘り返す被害や自動車や鉄

道との衝突事故等が挙げられ、特に衝突事故は、車両の破損被害にとどまらず、二次的な交

通事故につながる危険性がある。 

また、全国的に市街地にイノシシが出没して人に襲いかかる人身事故が増えており、死亡
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事故も発生していたり、イノシシの身体についたダニにより、家畜、ペット、人に感染する

人獣共通感染症といった被害についても未然に防ぐ必要があり、そのためにも、人の生活圏

にイノシシが侵入しないよう、予防的な対策を前提とした空間的排除（すみ分け）を目指す

こととする。 

 

６ 目標を達成するための施策の基本的な考え方 

イノシシ対策の技術については、すでに国の機関（環境省、農水省）が専門家の意見を集

約し、各地の情報を蓄積して、対策の３項目として、予防的な順に、「生息環境管理（環境

整備）」、「被害防除」、「捕獲」の組合せにあると結論づけて、公表している（環境省 HP：「イ

ノシシの保護及び管理に関するレポート（平成 28年度版）」等）。 

本県においても、各地域において、地域住民の生活空間等、それぞれの実情に合わせて、

対策の３項目をいかに組み合わせるかを検討し、実施していくことが重要であり、徐々に取

り組みが広まっている。その際、地域の実情を把握するために「集落環境診断」と呼ばれる、

地域を点検し、イノシシの侵入経路、侵入を誘発する要因等を見つけ、どのように対策を実

施していくか等、具体的な取り組みを検討する手法を用いることが多く、その際に全体をリ

ードしていく、専門性をもったコーディネーターを配置することで効果が高まることから、

県ではこうしたコーディネーターの育成・確保に力を入れている。 

 また、すみ分けを推進するには、単に対策を実施して終わりとするのでなく、実施した対

策の効果検証を行って、軌道修正を図っていく必要がある（PDCA サイクルの確立）。 

 なお、地域毎の対策の実施にあたっては、地域の住民はもとより、きめ細かく対応する実

行体制が必要である。高齢化と人口減少が課題となっている中、県は市町村等と連携して、

地域毎の対策をどのように進めていくかの実行体制の検討を図っていく。 

 

７ 管理の施策 
（１）捕獲 

 ① 捕獲頭数を試算するための推定生息数の考え方 

個体数を管理するにあたり、必要な捕獲数を算出するためには生息数の把握が不可欠で

あるが、イノシシは個体数変動の激しい動物であることからその予測はきわめて難しく、現

時点で確立された推定方法はない。現在、環境省が持続的に実行可能な野生動物の個体数管

理システムの構築を目的とした研究事業を推進して、新たな個体数推定モデルの開発を進

めているところである。このことから、関連する手法を用いた生息数推定と、これまでの計

画で試算した際に用いたベイズ推定法を再検討して個体数推定を行った。、なお、生息数の

推定に用いた手法の概要（特徴）とその推定結果は下記のとおりである（詳細は別紙２のと

おり）。 

 

○ＲＥＳＴモデル 

概要（特徴）：観測エリアでの撮影結果を基に個体数密度を算出し、気候条件等の補正

を加え県全体の生息数を推定するもの。 

個体数推定結果  約 60,000頭 ～ 250,000頭 

○ベイズ推定 

概要（特徴）：前期計画で試算した 47,000～49,000頭（H26年度）を基に自然増加率（出

産と死亡の差を表した率）と捕獲数から生息数を推定するもの。なお、自

然増加率は国が毎年示しており、年度間及び同一年度間でも幅がある。 

個体数推定結果  約 54,000頭 ～ 62,000頭 

  

推定の方法によって、結果は大きく開きがあり、特にＲＥＳＴモデルで推定幅が非常に大

きくなった。その理由として、現在収集しているデータでは推定に必要な情報が不足してい

ることや効果的な個体数推定方法が確立されていないことが挙げられる。この問題を是正
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していくことは引き続き課題とし、毎年の捕獲頭数等を踏まえ今後も検討する。 

上記結果を踏まえ、これまでの計画と同じ推定手法（ベイズ法）で推定した生息数を採用

し、捕獲頭数を試算した。 

 

② 捕獲頭数の試算 

上記①に記載した推定生息数から捕獲頭数を試算すると年間 22,000～25,000頭の捕獲で

個体数は減少に転じる。そのため、個体数抑制に向け年間 25,000頭を目標に最大限の捕獲

に取り組むこととする（捕獲頭数の試算の詳細は別紙２のとおり）。 

試算された捕獲頭数に基づき、県・市町村・猟友会など関係機関が緊密に連携しながら、

狩猟捕獲・個体数調整捕獲（指定管理鳥獣捕獲を含む）・有害捕獲（予察捕獲を含む）によ

り、個体数抑制に向け年間 25,000頭を目標に最大限の捕獲に取り組むこととする。。 

③ 捕獲の考え方（捕獲戦略） 

イノシシは高い繁殖力を持つ動物であり捕獲数の急増と生息数の急増には相関があると

考えられる。また、地域によってイノシシの生息状況や被害状況が異なることから、地域

の状況にあわせて個体数管理を位置づけ、効果的な捕獲の方法を導入して、地域の実情に

応じた捕獲体制を強化する必要がある。 

現在の捕獲実績から読み取れる密度分布構造からは、以前から、いわき、県北に分布の

核が存在し、高密度になりながら、県中、さらには県南へと個体の供給が進んでいる可能

性が読み取れた。したがって、特にこうした地域の捕獲を強化する必要がある。 

また、震災及び原発事故により住民が避難を余儀なくされた避難12市町村の地域の中で

も帰還困難区域においては、引き続き国と連携して、捕獲の強化に努める。 

さらに、徐々に分布が拡大している地域についてもそれぞれの地域の生息状況の詳細を

把握しながら、効果的な捕獲につなげていく。 

 

 

④ 個体数管理の方法 

イノシシの個体数管理を進めるために、以下を活用し実施していく。 

なお、捕獲の効果を把握するために捕獲情報の収集にも力を入れ、収集した情報を用いて

捕獲の効果検証を行いながら、次の捕獲の方針を立てていくものとする。 

 

ア）有害捕獲の活用 

 現在、県では市町村に許可権限を移譲して、それぞれの地域の速やかな捕獲につなげてい

る。引き続き、地域の基本的な捕獲の実行手段として推進する。 

 

イ）予察捕獲の活用 

予察捕獲は有害捕獲の中に位置付けられており、発生した被害に対処するために実施さ

れる通常の有害捕獲（＝対処捕獲）とは異なり、被害が恒常的に発生している地域において

は、被害発生予察表を作成し、被害の前後の時期も含めての捕獲を可能とするものである。 

本県のイノシシについては、阿武隈川以西の地域への分布拡大により、徐々に農業被害が

増加し、捕獲地域も拡大していることから、平成 27年５月 29日より、県内全域においてイ

ノシシの予察捕獲を可能とした。 

 

ウ）個体数調整捕獲の活用 

個体数調整捕獲は、特定鳥獣保護管理計画を作成した県において実施が可能となる制度

である。本県では、個体数の調整を希望する市町村が、捕獲を含む対策の実施計画を策定し

て、県と協議した上で実施することを可能としている。 

 

エ）指定管理鳥獣捕獲等事業の活用 

平成 26年５月の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の改正に伴い、
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国の指定する指定管理鳥獣であるイノシシを、都道府県が捕獲する事業を行うことが可能

となっている。したがって、有害捕獲、個体数調整捕獲及び狩猟捕獲等で不足する捕獲数に

ついては、指定管理鳥獣捕獲等事業を活用して捕獲圧を高めていく。県が直接的に実行する

事業であることから、実施計画に基づく捕獲の遂行に効果的に活用することが可能である。 

 

オ）狩猟の活用 

猟期に実施される狩猟については、県内全域を対象に、イノシシの狩猟期間を 1ヶ月延長

し、11月 15日から３月 15日までにする措置をしており、引き続き実施する。 

 

カ）くくりわなの直径の制限（12cm）の緩和 

阿武隈川以東の地域については、ツキノワグマの錯誤捕獲の可能性が低いことから、引き

続きイノシシの狩猟について、くくりわなの輪の直径の制限を 12cmから 15cmに緩和する。

ただし、近年は、阿武隈川以東においてもツキノワグマの出現が見られることから、生息状

況についての情報収集に努め、生息状況に応じて緩和措置の廃止について検討する。 

 

キ）狩猟者の確保及び支援策 

全国と同様に狩猟者の高齢化と減少が大きな課題となっていることから、増加するイノ

シシを継続的に捕獲して抑制していくための体制が維持できなくなる可能性が、切実な問

題として浮上している。また、原発事故により野生動物にも影響が出ていること等からそう

した状況の中でいかに狩猟者を確保していくかが大きな課題となっている。 

県では、狩猟者の高齢化及び減少に対して、その確保を図るため、平成 25年度より、狩

猟免許試験の回数を３回から５回に増やし、休日を中心に試験を実施している。併せて平成

29 年度より将来の野生鳥獣被害対策を担う人材として、新規の狩猟者を対象とした育成研

修を実施するなど、新規狩猟者確保に向けた取り組みを行っている。 

また、狩猟技術向上のため、平成 20 年度から平成 22 年度までは猟友会（県補助事業）

が、平成 23 年度からは県が主体となり捕獲技術研修会を開催しており、平成 28 年度から

はその開催回数を増やして年間４回とした。 

さらに、平成 28年度より認定鳥獣捕獲等事業者を対象に技術向上等を目的とした研修事

業を、平成 30年度からは市町村の実施する技術向上研修会等の実施経費に対して新たに補

助を行う等、更なる支援を行っている。 

 

ク）狩猟捕獲の促進について 

狩猟によるイノシシの捕獲については、放射線の影響により獲物の利用が困難になり、捕

獲した獲物の処分に伴う負担の増加等、捕獲の意欲が失われる傾向にある。こうした現状を

改善してさらに捕獲圧を高めるために、狩猟捕獲で収集したデータをマップ化し、狩猟者が

活用できるよう、取り組みを強化していく。 

 

ケ）捕獲者の負担軽減や捕獲効率の向上について 

県は、捕獲者の高齢化や設置したわなの見回りの負担といった課題がある中で効果的・継

続的な捕獲を講じるため、ＩＣＴ（情報伝達技術）を活用した捕獲技術を実証し、検証結果

を市町村と共有するなど捕獲者の負担軽減や捕獲効率の向上を図る。 

 

（２） 生活環境管理（環境整備） 

生息環境の管理は、イノシシを人の生活圏に侵入させないための緩衝帯整備を基本とし

て行う。緩衝帯整備とは、人の生活圏である住宅地や農地と、イノシシが本来生息する森林

地帯との境界をできるだけ明確にするため、対策の効果的な場所を特定し、ヤブの刈り払い

や森林の除間伐・枝払い等を強化して、人の生活圏内へのイノシシの侵入を予防するもので

ある。 
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また、効果的な場所の特定には、捕獲場所のデータや集落環境診断の結果等を活用し、山

際のみでなく侵入経路となりうる河川敷の植生や、道路や線路沿いのヤブ等も含まれる。 

中でも、集落周辺や河川敷等に放置された竹林は、タケノコが餌となるほか、姿を隠すに

は好条件であるため、イノシシが定着する要因となるだけでなく、繁殖場所として生息数増

加にもつながることから利用状況の把握に努め、必要のない竹林は積極的に伐採・除去等の

整備を推進する。 

また、誘引や人慣れの原因となる生ゴミ、廃棄農産物、野菜クズ等の餌となるものの投棄

防止等の対策も効果的な取り組みとなる。 

環境整備は、侵入防止柵等の設置と併せて実施することで、柵の見回りや補修等がし易く

なる。さらに見通しがよくなることで、捕獲（特に銃猟）を行う際の安全が確保され、かつ

効率的に作業が実施できるようになることから、対策の基盤と位置づけて推進する。 

なお、環境整備にあたっては、国の鳥獣被害防止総合対策交付金や森林整備に係る事業等

の活用を図りながら国や市町村等と連携して進める。特に、河川敷や道路敷等の整備は地域

だけで対応することは難しいことから、各々の管理者と適宜情報共有を図りながら対策を

実施する。  

 

（３）被害防除 

柵による防除は、物理的にイノシシの侵入を遮断して被害を抑制することである。農地に

おける農作物の被害防止や住宅敷地内への侵入を防ぐ際などに有効であり、高い効果が期

待できる。特に農地における柵による防除は、農作物の被害の防止にとどまらず、繁殖を助

長する栄養価の高い食物の供給を絶つことにもつながる。 

柵には電気柵、ワイヤーメッシュ柵、波板トタン柵、ネット柵などがあるが、期待できる

効果、設置・維持管理の手間、コストなどについて、それぞれ長所・短所があるため、現場

の条件に合わせて総合的に判断して、選択する必要がある。設置にあたっては、わずかな違

いで効果が大きく左右することから、すでに公表されている技術マニュアル（復興庁 HP：

「福島県避難 12市町村イノシシ被害対策技術マニュアル」）等を参考にする。 

また、環境整備（生息環境管理）と同様に、複数人、または集落単位で取り組む方が高い

効果を生み、かつ効率よく実施できることから、地域単位での柵の設置を推進するとともに、

柵の導入に当たっては国の交付金などの活用も図っていく（例：農作物の被害対策には農林

水産省の鳥獣被害防止総合対策交付金など）。 

県は市町村等とともに、効果的な設置が図られるよう、また維持管理が適切に図られるよ

う指導・助言を行う。 

 

（４）普及啓発の強化 

各種被害を抑制するためには、上記の施策が地域住民にも理解されている必要があり、理

解いただくことで住民が主体となったきめ細かい効果的な防除対策につながる。そのため

の普及啓発にあたっては、県や市町村が連携して周知等に努める必要がある。また、その際、

生活環境被害や人身被害及び農業被害の危険性が高まるということも念頭に、地域ぐるみ

で理解が進むよう、県は専門家の派遣等の支援を行う。 

 県ではイノシシをはじめとする有害鳥獣による農作物等の被害軽減を目的として、３つ

の総合的な対策（生息環境管理・被害防除・捕獲）に取り組む「モデル集落」を設置し、効

果検証のうえ、技術の普及拡大を図るための取り組みを行っている。この取り組みが地域ぐ

るみの対策支援につながっている。 

また、避難 12市町村向けに、国（復興庁）事業により、「福島県避難 12市町村イノシシ

被害対策技術マニュアル（平成 29年度）」が整備されている（復興庁 HPに掲載）。このマニ
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ュアルには本計画に記載しているようなイノシシの基本的な知識のほか、人身被害に遭わ

ないための対応、各種被害を防ぐためのポイント等がより分かりやすく記載されているこ

とから、避難指示区域のみでなく県全体で活用していく。 

 

（５）エリアごとの対策 

県内におけるイノシシの生息状況は捕獲数や目撃・痕跡等、エリアによって異なってく

ることから、以下のとおり大きく３つのエリア分けを行い、「エリアごとの特徴」を踏ま

え、地域の実情に応じた効果的な対策を講じていく。 

 

エリア 特徴 具体的な対策 

避難 12 市町村 

住民帰還等に向け

て市街地等からイ

ノシシ排除を行っ

ているエリア 

○帰還困難区域： 

住民避難により狩猟や有害鳥獣捕獲が困難なため、

国（環境省）が平成 25 年度より対策を実施してい

る。区域内がイノシシの生息適地とならないように

国でも継続的な捕獲の強化に取り組んでいる。県で

も国（環境省）に対し更なる対策を要請するととも

に、市町村等と捕獲の状況把握に努め、より効果的

な対策が実施できるように強化・連携して取り組ん

でいく。 

○帰還困難地域以外： 

市町村が策定する個別計画に基づき、地域の実情に

あった環境整備や被害防除を実施するなど効果的な

対策を推進する。 

また、県でも人材育成や技術支援を行う等、広域的

に支援を行う。 

中通り・浜通り

（避難 12 市町

村を除く） 

イノシシが多く生

息するエリア 

○被害の軽減を図るため、地域毎の状況の把握に努

めながら、捕獲の強化だけでなく、実情に応じた環

境整備や被害防除も組み合わせ効果的な被害対策を

推進する。 

○新たな取り組みとして、県ではモデル地域を選定

し、ICT を活用した出没情報の収集・捕獲を行うと

ともに、迅速かつ効果的に７（１）～（３）の３つ

の総合的な対策を講じる実証を行い、得られた知見

を市町村へ提供し、取り組みを波及させる。 

会津地方 
イノシシが増えは

じめているエリア 

出没状況や被害状況の把握に努め、捕獲技術を向上

させるための研修会等を実施することで、初期段階

で素早く捕獲できる体制づくりを推進するとともに

環境整備と被害防除も併せて実施し、生息域の拡大

防止を図っていく。 

 

８ モニタリング 
（１）モニタリングの意義 

モニタリングには、県内のイノシシの生息状況を把握する目的（別紙２ モニタリング

１：個体数管理のための試算と関連）と、対策の効果を読み取る目的（別紙２ モニタリン

グ２：地区区長等を対象としたアンケート調査と関連）の２つある。 

イノシシに関する生息情報としては、捕獲、被害、目撃、痕跡、自動撮影カメラによる撮

影記録等があり、それらは分布の確認のみならず、その頻度から生息密度の推測に用いるこ

ともでき、さらにＧＰＳ首輪を装着して追跡すれば、利用環境が特定されるため、イノシシ
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の棲みにくい環境づくりの対策を講じる重要な情報を得られる。主な取り組みは、下記（２）

のとおり。 

一方、地域の実情に応じた生息環境管理、被害防除、捕獲の組合せによる総合的な対策を

推進するためには、対策後の効果を検証していく必要がある。 

 

（２）捕獲情報等のデータ収集の強化 

現在、本県での捕獲制度には、狩猟、有害捕獲、予察捕獲、個体数調整、指定管理捕獲が

あり、平成 28年度以降、年間２万頭以上の捕獲が実施されている。その捕獲位置情報が分

布情報になるばかりでなく、獲った個体の情報（成獣、幼獣、雌雄）、さらには捕獲にかけ

た努力量あたりの捕獲数（CPUE）あるいは目撃数（SPUE）が簡便な密度の指標になる。これ

は特別な調査を実施するものではなく、非常に低コストで広範囲に多くのサンプルを得ら

れることから、最も効率良く回収できる情報である。 

イノシシ管理を効果的に推進するため、また、生息数推定の精度の向上を図るため、県で

は、こうした捕獲情報等のデータの収集を強化していく。 

 

（３）地区区長等を対象としたアンケート調査 

県では、各種被害の発生状況の推移や、対策による効果測定について、既に実施している

アンケート調査を活用する。 

 

（４）モニタリングの実施体制 

モニタリング調査は毎年実施し、保護管理検討会において計画を評価・検証し、必要があ

れば管理計画の一部変更や見直しを行う。また、それ以外にも県が行う捕獲や生息状況の分

析等に対し、必要に応じて大学等研究機関の助言を得る。また、市町村においては、住民や

集落から得られたイノシシに関する生息情報を元に、定期的に対策を評価し、目標等を見直

すものとする（図 13）。 

 

 

と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 モニタリング調査及び対策評価の実施体制図 
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９ 人材育成 
（１）専門職員の育成・確保 

イノシシの被害を防止するための３つの総合的な対策、生息環境管理、被害防除、捕獲を

推進する上で、併せて必要になることは地域の特性にあわせた被害対策の実施である。地域

によって地理的条件等が違うことはもちろんのこと、生息状況や被害状況も異なる中で、地

域の実情に応じた総合的な対策を進めるためには、地域に密着したコーディネーターの役

割を果たす専門職員の配置や、その育成が重要である。 

 県では市町村等に専門的知識を有した「市町村リーダー」を配置し、育成するモデル的な

実証の取り組みを支援しており、これにより地域に密着した被害対策を実施できる人材育

成に努めている。 

 また、避難地域の市町村においては、依然として復興業務が多く人手が不足していること

に加え、鳥獣対策の経験がある者が少ないことから、市町村職員の取り組みを支援する「避

難地域鳥獣対策支援員（復興支援員）」を配置し、地域住民と共に鳥獣対策に取り組むこと

で、住民の帰還促進や地域コミュニティの再構築を図りながら、併せて市町村職員の人材育

成を行っているところである。 

 

（２）集落や地域のリーダー育成 

集落や地域ぐるみの効果的な対策を推進するため、県は市町村と連携し、地域住民や市町

村職員等を対象に集落や地域のリーダー育成研修会を開催することで集落や地域で中心と

なって取り組む人材育成を図っている。 

 

１０ 計画の実施体制 
本計画の推進にあたっては、地域住民はもとより、幅広い関係者の理解と協力を得ること

が不可欠であり、そのための実施体制や各々の役割を整備することが重要である。 

県や市町村、農林業団体等の関係機関が、実施体制や役割を共有し、相互に連携・協力し

て各施策を推進する。特に被害対策は、一組織や一個人に頼るのではなく、それぞれが施策

に積極的に参画できるような仕組みを構築することが重要である。 

また、人口減少や過疎の進行とともに、近い将来には、イノシシをはじめとする野生鳥獣

対策の実行体制が弱体化していくことが予想される。そうした状況を踏まえ、県や市町村、

専門家等が一堂に会し、生息動向や被害情報、被害防止対策等に関する情報を共有し、生活

環境被害や農林水産業被害、自然生態系への影響について協議し、本県全体の鳥獣対策の方

向性を総合的に検討する場として「推進体制」を整備することも今後、検討していく必要が

ある。 

 

１１ 東京電力福島第一原子力発電所事故への対応 

（１）調査研究 

 本県では、イノシシに関する行動圏や食性、さらには放射性物質の動態を、ＩＡＥＡや大

学などと連携して調査しており、その結果から明らかになりつつあるイノシシの生態を生

息環境管理（環境整備）、被害防除、捕獲といった対策に生かしており、引き続き、関係機

関と連携・協力しながら調査研究を遂行し、情報収集に努めることとしている。 

 

（２）避難指示区域等の対応 

 避難 12市町村では、住民不在の状況が続き、イノシシをはじめとする野生鳥獣が住宅地

や耕作地へ出没することとなった。その結果、イノシシ等による鳥獣被害が住民帰還の大き

な阻害要因となっている。県では、国、避難 12市町村、鳥獣被害対策の専門家による緊密

な連携の下、避難地域等における安全・安心な住環境の整備に向けて「避難 12市町村鳥獣

被害対策会議」を設置し、広域連携による、効果的、効率的なイノシシ対策に取り組むこと

を目的に「広域緊急戦略」を策定した。 
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この広域緊急戦略では、鳥獣被害対策会議を関係機関の総合調整や情報共有の場と位置

づけ、人材育成に向けた研修会や、市町村が作る「個別計画」の策定支援を行うこととして

いる。なお、個別計画の推進と人材育成に活用することを目的として、復興庁事業により「福

島県避難 12 市町村イノシシ被害対策技術マニュアル」が整備（平成 29 年度）された。な

お、広域緊急戦略と一体で取り組む避難 12市町村毎の個別計画では、それぞれの状況に対

応する具体的な対策と目標を設定し、検証と見直しを繰り返して効果を高めることとして

おり、引き続き、避難地域の住民帰還に向けて、関係機関と連携・協力しながら対応を継続

するとともに、復興庁が示す「復興・創生期間（平成 28～32年度）」後の中長期的な対応

も検討していく必要がある。 

 
（３）避難地域におけるイノシシの捕獲強化 

すでに４章（評価）、７章（施策）で記載したとおり、原発事故により人の出入りが制限

された地域では、もともと人が生活していた場所にイノシシが出没していることや捕獲に

係る人材も時間量も限られていることから、そうした中での捕獲の強化について引き続き、

関係機関が情報を共有し、捕獲強化に向けて取り組む必要がある。 

 

１２ その他イノシシ管理のために必要な事項 
（１） 捕獲個体の適切な処分 

 本県内で捕獲したイノシシの肉については、基準値を超える放射性物質が検出されたこ

とから、県内全域で出荷制限が、県北地域及び相双地域において摂取制限がかけられている

（県内全域において、自家消費を自粛するよう注意喚起を行っている）。  

このため、捕獲されたイノシシについては、現在、埋設や焼却等により処分されている（図

14）が、近年の急激な捕獲数の増加に伴い、埋設地不足や焼却の際の解体による捕獲者の負

担増といった捕獲後の処分が課題となったことから、県では、市町村等が地域の実情にあっ

た処分方法を選択または活用できるよう、イノシシ処分に関する事例集を取りまとめる等

の対応を行った。 

 

 
図 14 主なイノシシ処分方法一覧 
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（２）鳥獣保護区における捕獲 

鳥獣保護区は多様な生物の生息を守るため、狩猟期間の捕獲を禁止する地域であるが、鳥

獣保護区に生息するイノシシにより甚大な農業被害等が発生し、被害防除等の対策を実施

しても被害を軽減することが困難な場合には、鳥獣保護区においても許可捕獲を実施する

ことはやむを得ないと考えられ、当県においても捕獲を行っている地域がある。また、環境

省では休猟区における第二種特定鳥獣の狩猟の特例制度を設けており、他県では、これを利

用し効果的な個体数調整を行っているところもある。 

 

（３）移入個体の管理 

全国的なイノシシの生息域拡大について、イノシシあるいはイノブタの放獣が原因の一

つではないか、とも言われているが、県が実施した平成 20年度の狩猟者アンケート調査に

おいては、「放獣あるいは飼育個体が逃げたことがある、あるいはそのような噂を聞いたこ

とがある」という回答が 71件寄せられており、本県においても少なからず放獣の問題は存

在すると考えられるが確たる根拠に乏しい。 

また、移入個体の問題は、新たな地域での農業被害の発生だけでなく、在来の生態系の破

壊や、野生イノシシの本来の遺伝的多様性を失わせる問題でもあることから、関係機関が連

携をして管理指導を徹底する必要がある。 

そのため、平成 24年度に住民の帰還支援のために野生鳥獣実態調査事業（イノブタ調査）

を実施したところ、遺伝子解析の結果、イノシシの一部からブタ由来の遺伝子が検出された。

これは震災以前から生息していた交雑種（イノブタ）由来のものであり、震災後に逃走した

ブタと野生のイノシシが交雑して生まれた可能性は低いとの評価がなされている。 

 
（４）錯誤捕獲の防止 

個体数調整捕獲の実施、狩猟期延長、くくりわなの直径を 12cm以内とすることの制限緩

和に伴い、イノシシ以外の鳥獣について錯誤捕獲の発生が高まる可能性がある。錯誤捕獲が

生じた場合には放獣が原則となるが、そもそも錯誤捕獲が生じないよう、錯誤捕獲の可能性

が高い時期及び地域についてはわなの設置等を控えるなどの対応が必要である。なお、錯誤

捕獲が発生した場合には、再発防止に役立てるため、錯誤捕獲の発生状況についての情報を

収集することとする。 

 
（５）狩猟期延長に伴う事故・違反の防止 

狩猟期間の延長に伴う事故・違反の防止を図るため、狩猟者に対して安全な狩猟や狩猟マ

ナーの向上について研修やきめ細かい指導を行うとともに、警察と連携して取締を実施す

る必要がある。また、地域住民やハイカー、農林業関係者等にも、広く注意喚起を促すこと

も重要である。 
 

（６）箱わなの推進 

本県におけるイノシシのわな猟に用いられる箱わなについては、重量があることや設置

には車の乗り入れが可能な場所に限られるため、利用しにくい点はあるものの、群れごと一

度に捕獲することができることや農地や人家周辺の捕獲では、くくりわなよりも安全であ

ることから、引き続き、農地周辺や人家周辺での捕獲に関しては、箱わなの積極的な使用を

推奨する。 

なお、近年阿武隈川以東の地域においてもツキノワグマが目撃されており、ツキノワグマ

の錯誤捕獲防止の対策の１つとして「天井に穴の開いたクマが逃げられる構造の箱わな（脱

出口付き箱わな）」があるが、ツキノワグマが学習し、脱出口から箱わなの中に入り込み誘

引餌を食べる例も出ているため、注意が必要である。 
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別紙１ 

【実施体制の概略図】 

 

 
 

 

 
※各機関の役割については、【イノシシの管理に関する関係機関の役割】を参照 
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〇計画の策定・見直し 

〇モニタリングの実施、取りまとめ 

〇普及啓発、支援 

〇情報提供等の協力要請 

 

《 現地機関（振興局、農林事務所、警察等）》 
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〇関係者間の調整 
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［ 市町村 ］ 

〇地域住民や有害捕獲隊・鳥獣被害

対策実施隊、県等と連携した「生息

環境管理（環境整備）」、「被害防除」、

「捕獲」の推進 

〇市町村リーダー等、育成された対

策指導者の活用 

〇地域住民へ実施した対策や指導者

等の普及啓発 

［ 保護管理検討会 ］ 

連携 
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対策 

［ 国 ］、［ 隣接県 ］ 

［ 農林業者、JA、 

森林組合等関係団体等 ］ 

 

［ 猟友会 ］ 
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［イノシシの管理に関する関係機関の主な役割］ 
◎行政機関 

【  県  】 

  ・第二種特定鳥獣管理計画の策定 

  ・イノシシ被害防除等に係る各種会議の取りまとめ 

  ・保護管理検討会の開催及びモニタリング調査（捕獲等データ収集含む）、取りまとめ 

  ・県民に対する獣害対策支援についての普及啓発 

  ・市町村が実施する対策等の経費的・技術的支援 

  ・地域に密着した専門職員や新規狩猟者の確保・育成 

  ・指定管理鳥獣捕獲等事業の実施 

  ・大学等と連携した調査研究 

  ・モデル地域等を対象としての対策の実施 

 

【 市町村 】  

   ・市町村イノシシ保護管理事業実施計画、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画の

策定 

 ・モニタリングにおける必要な情報（捕獲データ）の収集・提供 

・地域住民に対する鳥獣害対策等の普及啓発（情報提供や指導）  

  ・捕獲隊・鳥獣被害対策実施隊等による有害捕獲、個体数調整捕獲の実施 

  ・育成された市町村リーダー等の対策指導者の活用 

  ・被害対策の実施 

 

【  国  】 

  ・モニタリングにおける必要な情報の提供 

  ・国有地や河川・道路管理者（国）の範囲における被害対策の実施 

 

◎行政機関以外（３つの総合的な対策を基に実施者・実施内容を記載） 

①．生息環境管理（環境整備） 

  【県民】 

   ・自己所有地（農地・里山林等）の適正管理 

   ・生ゴミや放任果樹等の適正処分 

  【その他（河川・道路管理者、土地所有者等）】 

   ・所有する部分に係る適正管理 

 ②．被害防除 

  【農業団体等】 

   ・農業者等が行う対策の支援 

  【県民】 

   ・自己所有地（農地等）の対策 

 ③．捕獲 

  【猟友会】 

  ・狩猟の安全確保に関する取り組みや技術研修等への協力 

  【狩猟者】 

  ・捕獲の担い手として、県または市町村等の要請に基づく必要な措置の実施 

  ・モニタリングへの協力（狩猟カレンダーの報告等） 

  【認定鳥獣捕獲等事業者】 

  ・指定管理鳥獣捕獲等事業等の捕獲への協力 

 ④．その他 

  【大学、専門家（学識経験者）等】 

  ・対策技術の研究・普及 

  ・対策に係る指導・助言 

  ・モニタリング結果や計画等への助言等 
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別紙２ モニタリング１：個体数管理のための試算 
 

個体数管理のための試算として、今回、複数の推定方法を用いて推定した。前期計画の試

算に用いた推定方法は、イノシシの生息密度指標を用いて推定した結果ではなく、いくつか

の仮定に基づいた試算であった。本県の実情に則したイノシシの個体数管理を進めるため

には、実際の個体群において取得された生息密度指標に基づいて推定する必要がある。 

 

１ REST モデルを用いた推定 

（１）推定方法※ 

REST モデルとは、自動撮影カメラによる調査結果に基づく生息密度推定を、く

くりわな等による捕獲データを生息密度指標として空間補正することにより、生息

数を推定するものである。 

※同モデルは開発途上であり、実用事例はほとんど無い状況にあるため、今回の推定は先駆

的な事例となる。 

 

（２）推定結果 

   推定を行った結果、約 6 万～25 万頭（中央値：約 11 万頭）となった。なお、県

内における生息密度は、会津地方で低密度になる傾向を示した。 

 

 
図 15 イノシシの推定生息密度 

 

（３）課題 

  県内の多くの地域において、密度指標に関するデータ（捕獲効率（CPUE）等）

が十分に整備されていないため、外挿に用いたデータの空間的な偏りが大きかった。

このため、密度指標データを補うために過去の捕獲数等も用いて算出した。しかし

ながら、「捕獲数」は生息密度に関わりなく捕獲圧が高まれば増加するものである。

結果的に、捕獲数が増えるほど個体数は多く推定されることになり、整合性が失わ

れることから、密度指標データとしては適切ではない。したがって、今後は収集す

る体制づくりを進め、全県における捕獲効率（CPUE）等の密度指標データを収集

することが重要な課題である。 
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２ 前期計画の推定方法と同一の方法を用いた推定（ベイズ推定） 
（１）推定に係る前期計画時との違い 

 生息数の推定式（〔 推定生息数（繁殖・捕獲後）〕＝〔推定生息数（繁殖前）×自然増

加率〕－〔捕獲数〕）において、前期計画では自然増加率を環境省が示している全国の

中央値で算出していた。 

しかしながら、本県は特に会津地方を中心に積雪が見られ、イノシシが生息しにくい

環境下にある地域も少なくないことや環境省が平成 26 年度（自然増加率は平成 24 年

度の値を採用）に採用した東北地方の自然増加率（最大値）が全国の自然増加率（最小

値）より小さい値を採用したことから、今回この部分に関して見直しを行った。 

上記と併せて震災の翌年度以降、捕獲数が大幅に増えていること、をふまえ、今回の

推定には、全国の自然増加率〔５段階（１【小】→５【大】〕のうち、【２】の値（これ

までは３【中】）〕を用いることとし、震災の翌年度の数値から平成 28 年度の数値（平

成 30 年度公表）の平均値を採用し試算した。 

なお、平成 26 年度の推定生息数は前期計画で推定された 47,000（最小）～49,000 頭

（最大）を用いた。 

 

（２）推定結果  

 

  H26 H27 H28 H29 H30 

H26 推定生息数 47,000 頭 

（最小） 
47,000 52,354  57,435  53,849  54,381  

H26 推定生息数 49,000 頭 

（最大） 
49,000 55,139  61,313  59,249  61,901  

 

 
 

図 16 推定生息数 

 

 上表・図より、H30 年度の推定生息数は約 54,000～62,000 頭となった。 

 

（３）県内の推定生息数及び捕獲目標数 

上記１，２の個体数推定方法の結果は非常に大きな開きがあり、推定の方法によって

大きく値が変わることから、やはり現段階では正確な個体数の把握は難しい。特に１の

推定においては捕獲効率（CPUE）等、密度指標のデータが少ないという課題があり、

推定結果の開きにつながっている。 
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 そのため、今回の捕獲目標数の算出に関しては、前期計画と同じ算出方法による結果

を用いて行うこととし、翌年度の生息数が減少に転じる捕獲数を算出することにした結

果、年間捕獲数は以下のとおりとなった（「捕獲数の試算」のとおり）。 

・54,000 頭の場合、22,000 頭/年以上で減少となる。 

・62,000 頭の場合、25,000 頭/年以上で減少となる。 

 

○ 捕獲数の試算結果 

 
 

上記試算結果より、個体数抑制に向け年間 25,000 頭を目標に最大限の捕獲に取り組

む。 
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モニタリング２：地区区長等を対象としたアンケート調査 

 
（１）目的 

   全国の鳥獣被害対策においては、計画策定や意思決定をより適切に行うため、現

行の野生鳥獣による被害状況調査だけではなく、地区や集落ごとの被害の程度や

対策の状況、被害量の変化などのより詳細な情報が必要であると考え、集落へのア

ンケートによる被害状況調査を実施し、効果的な鳥獣被害防止対策の提案等へ活

用している状況にある。 

   本県においても、集落の農作物等における被害状況に関するアンケートを行い、

農作物等被害状況の深刻度により集落単位での被害状況を取りまとめ、集落におけ

る効果的な対策の実施を目的とする。 

 
（２）平成 29年度アンケート結果 

 

深刻 9.8
大きい 22.4

軽微 33.9

ない 33.9

深刻 大きい 軽微 ない

 
※全県 59市町村のうち、47市町村で住民を対象としてアンケート調査を実施。 

 平成 29年度では「軽微」、「ない」と回答した割合が 67.8％であった。 

 

（３）モニタリングとしての活用 

   毎年のアンケート調査結果を踏まえて、県民が感じる被害の程度を把握し、今後

の施策等に生かしていく。 
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別紙３ 全国のイノシシ人身被害状況（環境省 HP） 

 


